
政府管掌健康保険の公法人化について  
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都道府県単位を軸とする医療保険者の再編・統合  

保険財政運営の規模の適正化、地域の医療幸水準に見合った保険料水準の設定のため、  

保険者について、都道府県単位を軸とした再編・統合を推進する。  

市町村国保  

〃l膿胸  
潜倉が多劇存忍  

小康摩探靡者  

が夢抑  
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○都道府県単位での市町村国保の保険料  

の平準化や財政の安定化を図るため、保  

険財政共同安定化事業を実施する。   

○高嶺医療費共同事業や保険者支援制度  

等の、市町村国保の財政基盤強化策を継  

続する。   

○小規模保険者の保険運営の広域化を図  

るため、都道府県が積極的な役割を果た  

す。  

○同一都道府県内の健保組合の  

再編・統合の受け皿として、企  

業・業種を超えた地域型健保組  

合の設立を認める。   
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政管健保の公法人化の概要  

1．政管健保の公法人化  

○健康保険組合に加入していない被用者の健康保険事業を行う保険者として全国健康保険協会（以下「協会」という。）   
を設立する（平成20年10月）。適用・撤収案務は、ねんきん事業機構において行う。   

○組織  

・運営委員会（事業主3名、被保険者3名、学級経験者3名の計9名を大臣が任命）を設ける。予算、事業計画、保険料   
率の変更等は運営委鼻会の捷を経なければならないものとする。  

・理事長は、運営委鼻会の意見を聴いて、大臣が任命する。  

・理事（5人以内）は理事長が任命する。監事（2人）は厚生労働大臣が任命する。  

・都道府県ごとに支部を設けるとともに、評議会（評議員は、評議員事業主、被保険者、学織経験者から支部長が委   
嘱）を置き、支部の業務について意見を聴く。  

・職鼻は理事長が任命する   

○解散等  

・協会の解散については、別に法律で定める。  

・協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。  
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2．都道府県単位の財政  

○都道府県ごとに、年齢構成や所得水準の違いを調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率を設定する。  
（なお、都道府県単位の保険料率への移行に伴い、保険料率が大幅に上昇する場合には、5年間に限り、激変緩和措置   

を講ずる）  

○都道府県単位保険料率は、各支部の評議会の意見を聴いた上で、運営委員会の譲を経て決定する。  

○協会成立後1年以内に都道府県単位保険料率を決定するものとし、それまでの間は政管健保の保険料率を適用。   



○予算や事業計画、財務諸表等は大臣認可とする。  

○協会は、毎事業年度、会計監査人の監査を受けるほか、厚生労働大臣の業練評価を受けなければならない。  

○保険料率の変更は大臣認可とするとともに、保険料率の変更命令や職権変更の権限を大臣に付する。  

○保険料率の上下限（現行66％。～91％○）は、健保組合と同様とし、30％○～100％○に改める。  

02年ごとに5年間の収支の見通しの作成を義務づける。  

○準備金の積立てを義務づける。  

○借入金は大臣認可にする等の規制を行うとともに、借入金には政府保証を付すことができるものとする。  

Cn   

○厚生労働大臣は、設立委員を命じて、定款の作成、事業計画の作成等の設立に関する事務を処理させる。  

○設立委員は、協会の職員の労働条件及び採用基準を作成する。社会保険庁からの職員の採用については、   
社会保険庁長官を通じて、募集を行う。  

○協会の成立の際、健康保険事業に関して国が有する資産及び負債は、政令で定めるものを除き、協会が承継する。  

○上記のほか、所要の経過措置を講ずる。  

○施行期日は、平成20年10月1日とする。ただし、設立委員の関係については、平成18年10月1日から施行する。  



運営委員会の委員及び評議会の評議員の選任のイメージ  l ト‾ 

運営委員会  各支部評議会  

′一一一一〆‾‾－仙  

叫仙j 協会の定款の定めるところにより  
支部長が委嘱  

地域における中小企業関係の経済  
等から推薦を得て選任  

康保険に関する各種広報や、保健  

事業の促進、モニター等健康保険事業  

に協力する被保険者を健康保険委員  
（仮称）として委嘱し、この申から選任  

する方法のほか、  
公募による方法など  

も含めて、検討  

各支部の業務の適正な運営のために  

必要な学識経験を有する者を選任  
＼、．＿＿‖ ‥，  



保険料率の決定プロセス  
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都道府県単位保険料率の設定のイメージ  

都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療貴が高く、保険料率が高くなる。また、所得水準の低い県ほど、  

同じ医療貴でも保険料率が高くなる。このため、都道府県間で次のような年齢調整・所得調整を行う。  

都道府県単位保険料率（改正後）：年齢構成が高く、所得水準の低いA県の例  全国一本の保険料率（現行）  
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後期高齢者支援金  

など全国一律で賦  

課される保険料分  

を合算  

（※）都道府県単位保険料率になることで、保険料率が大幅に上昇する場合には、激変緩和措置を講ずる。  



都道府県単位保険料率の機械的試算（平成15年度）  

左記の都道府県ごとの若人医療給付費分の保険料率に、   

構成の差に起因する  得格差を平準化し、や所得格差は調整される  全国一律で賦課される老健拠出金等に要する保険料率   

医療費を調整。  都道府県ごとの年齢 都道府県ごとの所 都道府県ごとの年齢構成                負担額を調整。  ため、保険料率は、医療  （39％け（※1））を加えたもの。   

錮地域反映0  

調整前の保険  調整前のイ呆険  

料率〈若人医   
H 調整後のイ呆l挨 料率（若人医    ／ 最終的な保険  

料率（若人医   調整後の保険 料率（若人医  最終的な保険  

療給イ㌃費分）  
年齢   所得  
妻洞空き   調鞍  （a十b十39㌔）   

（∂）   （a＋b）   （a）  （alb）   

全国平均   42  42   81  三重  40  0  4l  80  

北海道   53   ▲i   ▲3   48   滋賀  39  0   0  40  79  

青森   50   ▲8   43   82  京都   40   ▲LO   4t   80   

岩手   49   ▲し1   学二   42   81  大阪   42   」ゝ0   2   43   82   

宮城   45   0   ▲ぺ   41   80  兵庫   41   0   0   42   81   

秋田   52   言∴  ▲7   44   83  奈良   45   」LO   ▲2   42   82   

山形   43   ▲ヰ   39   79  手口歌山   46   ▲4   43   82   

福島   45   ▲5   41   80  鳥取   46   0   ▲4   42   81   

茨城   38   39   78  島根   46   」LO   ▲3   42   82   

栃木   39   40   79  岡山   45   ■LO   ▲2   43   82   

群馬   39   ▲n   ▲0   39   78  広島   44   0   ▲1   43   83   

埼玉   36   ▲】   3   38   78  山口   45   J▲1   ▲2   42   82   

干葉   37   ▲1   3   39   78  徳島   50   0   ▲3   46   86   

東二京   33   苧、   8   40   79  香川   46   ■▲い   ▲2   44   83   

神奈川   36   ▲1   6   41   80  愛媛   45   ▲ヰ   42   81   

新潟   43   0   Åヰ   40   79  高知   45   0   ▲2   44   83   

富山   42   ▲i   2   42   82  福岡   47   ▲3   45   84   

石川   43   ▲ロ   43   83  佐賀   51   ▲プ   45   84   

福井   39   0   41   80  長崎   50   2   ▲7   44   83   

山梨   39   0   0   40   79  熊本   48   ▲6   43   83   

長里予   37   ▲1   0   37   76  大分   51   jLO   ▲6   44   83   

岐阜   41   ▲0   ▲い   41   80  宮崎   48   2   ▲8   42   81   

静岡   36   0   3   39   79  鹿児島   48   2   ▲ト   42   81   

愛知   37   0   3   41  80  沖縄  51  5  ▲†7  39   78   

しD  

（※1）保険料率：39％0の内訳は、老健拠出金分（約24％0）、退職拠出金分（約9％0）、傷病手当金等の現金給付分（約4％8）、保健事業等（約2％。）  

（※2）事業所の所在地に着日して都道府県を区分している  

（※3）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある   



保険料率の上下限について  

；Q牒管健保の保険牲率  保険料率の上下限の見直しのイメージ  
l  

巨平成14年度改正により、平成15年度～19年度までの5年間の財  
：政均衡を図ることができる保険料率として82％0を設定。 l  
l  

：一公法人化後1年以内に都道府県単位保険料率を設定。  
l  

；・平成20年度の政管健保の保険料率について、都道府県単位保険  
：料率の設定までの間の財政均衡を図る料率の設定が必要。  
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組合数   7   43   162   333   530   443   66  1584   

割合   0．4％  2．7％  10．2％  21．0％  33．5％  28．0％  4．2％  100％   
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下限30‰  下限30％∩  

l ；※ 保険料率が上限である95％。に達している健保租合は13  
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政管健保・厚生年金の実施体制のイメージ  

○適用や保険料徴収の事務については、政管健保と厚生年金の適用事業所が重なっていることから   
事務の効率性や事業所の負担軽減等を図るため、厚生年金の運営主体において一体的に行う。   

年金運営主体  

（ねんきん事業機構）  
′■■■暮■■■■■＝＝■＝●■■●■暮■■■■■■■■■■●■■■  

政管健保公法人  

（全国健康保険協会）  
＿ 暮 t ●  

●
－
 
 

〈業務内容〉  

○保険料率の決定  

○保険給付業務  

・医療費の支払い   

暮レセプト点検  

・現金給付  

・任意継続被保険者   

に係る業務  等  

○保健事業  等  

都道府県支部  

適 用 事 業 所   



全国健康保険協会の設立委員について  

○厚生労働大臣は、設立委員を命じて、定款の作成等の設立に関する事務を処理させる。   

○設立委員は、協会の職員の労働条件及び採用基準を作成する。社会保険庁からの職員の採用については、社会保険   

庁長官を通じて、募集を行う。  

・職員の選定及び名簿の作成   




